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　法定外高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成を行っています。

▲

対象者＝①過去に１度も肺炎球菌ワクチン（２３価ワクチン）を接種したことのない、昭和３０年

　　　　　　４月１日以前生まれの方

　　　　　②令和２年度、定期予防接種対象（年度内に６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・

　　　　　　１００歳になる方）以外の方

▲

助成期間＝令和２年１０月１日（木）～令和３年２月２８日（日）

▲

自己負担額＝４，０００円

※市内の協力医療機関以外で接種を希望する場合は、事前の申請が必要になります

ので、早めに問合せ先へご連絡ください。事前申請せずに接種した場合は、助成さ

れませんのでご注意ください

■問合せ＝健康増進課 ☎（２４）５７７０、FAX（２０）３０３２

　市では、新型コロナウイルス感染症の予防などに関する各種支援を行っています。

　申請期限を過ぎた場合には、補助などを受けられなくなりますのでご注意ください。

作成：政策調整課感染症対策総合調整担当 ☎（２０）３０００、FAX（２１）５１２０

▲
  任意インフルエンザ予防接種費用の一部助成

　乳幼児・児童生徒、妊婦の任意インフルエンザ予防接種の費用の一部助成を行っています。

▲

対象者＝①生後６カ月～中学３年生相当年齢の乳幼児・児童生徒

　　　　　②接種時点で妊娠届出をしている妊婦の方

▲

助成期間＝令和２年１０月１日（木）～令和３年２月２８日（日）

▲

助成期間＝①生後６カ月から１３歳未満までの方は２回、１３歳以上の方は１回

　　　　　　②妊婦の方は１回

▲

助成回数＝１回２，０００円（医療機関で、助成金額を引いた金額をお支払いください）

※市内の協力医療機関以外で接種を希望する場合は、事前の申請が必要になりますので、早めに問合せ

先へご連絡ください。事前申請せずに接種した場合は、助成されませんのでご注意ください

■問合せ＝健康増進課 ☎（２４）５７７０、FAX（２０）３０３２

▲
  赤ちゃん応援給付金

　新生児１人につき５万円の赤ちゃん応援給付金の支給を行っています。

▲

対象となる児童＝令和２年４月２８日（火）から令和３年３月３１日（水）に生まれ、出生後、最初に本市に

住民登録され、申請日まで引き続き本市に住民登録されている児童

▲

支給対象者＝令和２年４月２７日（月）から申請日まで引き続き、本市に住民登録を

している対象児童の養育者

▲

申請方法＝出生日が４月２８日（火）から９月３０日（水）までの場合は、申請書を

郵送しました。１０月以降に生まれ、対象となる児童については、後日、申請書な

どを郵送します。

▲

申請期限＝令和３年４月３０日（金）※消印有効

■問合せ＝政策調整課 ☎（２０）３０００、FAX（２１）５１２０

対　象

こども
妊　婦

対　象

高齢者

対　象

子育て
世　帯

各種支援の申請はお済みですか？

▲
  法定外高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成

新型コロナ
ウイルス関連



KOUHOU SANO
R2.11

05

▲
  事業所等新型コロナウイルス感染症予防対策費補助金

　生活必需品の対面販売事業所が行う感染症予防対策の補助を行っています。

▲

対象の業種＝食料品売場、コンビニエンスストア、百貨店（生活必需品売場）、スーパーマーケット、

農産物直売所、ショッピングモール（生活必需品売場）、これらに類する事業所など

※生活必需品の対面販売を行っている事業所が対象です

▲

補助対象＝令和２年５月３１日（日）までに行った感染症予防対策

▲

補助額＝個人：５万円、法人：１０万円

▲

申請方法＝申請書に予防対策が分かる写真を添付してください。

▲

申請期限＝予防対策を行った日から６カ月以内

■問合せ＝産業立市推進課 ☎（２０）３０４０・（８６）７０６６、FAX（２０）３０２９

対　象
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▲
  ひとり親世帯臨時特別給付金等

　ひとり親世帯へ臨時特別給付金等の支給を行っています。

▲

対象者＝①児童扶養手当の受給世帯および②児童扶養手当を受給していないひとり親世帯（感染症の影

響で家計が急変し、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方）

▲

給付額＝児童１人につき５万円（第２子以降は１人３万円ずつ加算）

※対象者①の世帯で、感染症の影響により収入が大きく減少した場合、上記の支給

に加えて１世帯につき５万円と児童１人につき１万円（市独自の上乗せ）を支給し

ます

▲

申請期限＝令和３年２月２６日（金）※郵送の場合は必着

■問合せ＝こども課 ☎（２０）３０２３、FAX（２４）２７０８
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▲
  新しい生活様式定着支援補助金

　生活必需品の対面販売以外の事業所が行う感染予防対策の補助を行っています。上記「事業所等新型コ

ロナウイルス感染症予防対策費補助金」の対象とならない事業所も利用できます。

▲
対象の業種＝小売業、宿泊業、旅行業などの対面での接客を伴う事業所

※事業所等新型コロナウイルス感染症予防対策費補助金との併用はできません

▲

補助額＝個人：２万円、法人：５万円

▲

申請方法＝申請書に予防対策が分かる写真などを添付してください。

▲

申請期限＝令和３年１月末日まで

■問合せ＝産業立市推進課 ☎（２０）３０４０・（８６）７０６６、FAX（２０）３０２９

対　象

事業主・事業者

　この他、市ホームページでも、新型コロナウイルス感染症関連の支援情報や市内の発生

状況などを掲載しています。

　情報は随時更新していますので、ご確認ください。

　https://www.city.sano.lg.jp/jyuyonaoshirase/14220.html
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